
剣道七段および六段審査会 (愛知)要項
(一財)富山県剣道連盟

全 日 本 剣 道 連 盟

1 期  日

(1)七段審査会

①令和 3年 11り 113口 (11)

②受付開始 。終 rお よび審査 Jll始 時刻|

ア.54歳以下 (54歳含む)

受付時rl 午前 9時 へ́午前 9時 30分 まで

審査開始 /11前 10時 (予 定)

イ 55歳以上 (55歳含む)

'受付時間 ′
ll後 12時 (|:午)～ 午後 12H寺 30分 まで

審査1州 始 54歳以 卜実技審査終 了後

(2)六段審査会

①令和 3年 11月 14H(H)
②受付開始 。終了お `kび審イヽけH始時刻|

ア.49歳以下 (49歳含む)

受付時間 午前 9時～午前 9時 30分 まで

審査開始 午前 10時 (予定)

イ 50歳以上 (50歳含む)

受イ寸Π寺1首]午 後 121時 (1:午 )～ 4・ 後 12日寺30う)ま で

審査開始 49歳以下実技審査終 f後

※ 受付終了後は、審査の進行上、一切受付けません。必ず時間を厳守 してください。また、

午前・午後の受審者は入替で入館 しますので、受付時間に合わせて来場 してください。

2会  場

名古屋市枇杷島スポーツセンター

171古屋 1打 Lll lス:|サ

`相

||1嚇 1 1 2) 電 i活 052 532 4121
3.主  催

公ζS財団法人 全 1本剣1'遭盟

4.審査方法

今 日本尖J道連盟 資Ji首 称 号・段小1審 査 tiサ ||。 和||サ UIな F)び に 司実施要(頂 によるJ

5。 審査科 H

L段 。メく段 とも、 次による

(1)実  技

※ 実技審査においては面マスクおよびシール ドを着用 してください。

(2)|1本剣道形 (実技審 141t合 格者のみ )

※ 日本剣道形審査において使用する木刀は全剣連で準備 します。

6 受審資格

(1)ヒ  段

平成 27イ|¬ 1月 30日 以前に六段を取イ|llン た者I

(2)プく    f支
｀
「 成 28角¬ 1月 30「 1以 前 |「 li段 着f取イ|lt/た 者。

7.年齢基準

審査 日の当日 (七段は令和 3年 ‖ り113日 、六段は令和 3年 11月 141)と する。

8.申 込 み

(1)受 審を希望すろ者は、所属11LIえ 遣!|||を 11じ て申しIム む」とし

(2)申 込締 り」 令和 3年 10り15日 (火 )必 着厳守



(3)申 )△先 〒930-0096

訂山TI「舟橋Jヒ 田
I‐ 512

11J内 武道具店内 富山市力1道連盟事務チ′弓

雷言舌 076 432- 6037

(4)中 込書

ア 富山県剣道連盟所定の段位審査願用紙によるじ

イ 現在受有段位の取得年月 日・ノ11年 月日は[E確に記入すること。

(・L城 のない場合または虚偽の場合は受審を認めない)

※審岬 紙には審査開催地 (愛匁1)を明確に翼入すること。

(5)各地 |メ■:盟 は、受審 ||1込 者 1‐「受イヽ1111i亥 1を 用知徹力tt´ て 卜さい¬

9審 査 料

(1 ) Li  f比

12, 50011]

(2)六 段

11, 400円

緩 審願と旦吐呻 入すること、9
10 合格発表

審査終 了後、受審番))に より合格者を発表する。後 日、合格者決定通力|と 証書を各都道

府県貪1道辻[盟 に送付するとともに企尖IJ.1月 |:||`il窓 11り 1号お よび企貪1逼 :ホ ームページ

(http1//www kendo.orjp/)に 合格者の氏夕1/r・ IfJ llc司
~ろ

11.安全管理

受容者は、各自 |^分健康管I里 に留意して審査会に参力|す ること, また受審者は、健康保

険証を持参のこと。高齢の受審者については、特に留音のことっ

主催者において、審査実肺1中 、傷害発/11の 場合は、医削iま た‐は 7~護 削iに より応急処置を

:障 じ、病院等で治療を受け「)オ lろ kう「 西|す る(,Iの 場合、・ 1卜 1の 治療費 (「術、人院費

は含まない)は |:催 者が負担するJ

なお、主ifl者 は、受審者の事11文 に対 tン (審 査会場への徹1復途 Lを 含む)、 傷害保険に力|

入する.

新型コロナウイルス感染症拡大 予防のため、全日本尖1道連辮のガイ ドラインを遵守する

ことっ (全貪1連 ホームベージ参照)

1 2.(瞳 |ノ 1ヽ肯 幸風等/ヽ σ)耳文り1及 い

※ 以 下を申込者に周知 して ドさい

中込書:に 記載される個人情報 (登録県名、洪字氏名、カナitイ 1、

`11年

りl日 、年齢、称号・

段位、職業等)は全 日本尖|1道 連盟および地方代表l ll体 (各都道府県貪1道連常1)が実施する

本審査会運営のために利用する。なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の1劇 人情報は必

要の都度、目的に合わせた公表媒体 (掲示用紙、ホームベージ、資1窓等)に 公表すること

がある。更に、 |キ 及発展のためマスコミ川係者に必要な個人情報を提供することがある.

13 71::F事 :項

(1)本審査会には、東京都で実施される実1道 六段審査会 (11り 120「](十 ))、 実1道 [j

段審査会 (11月 23日 (火 )。 2411(水 ))σ )受審 者は受審できない.

(2)審査会場に、革での来場は ‐
tブ」禁 ILす るこ

(3)日 本貪1道形審査に不合格となった受審者は、 ||∫ 受審が認められる.

ただ し、当 [1、 IJ本貪1道 形を受審 しないイの II∫ 受審は認めないっ

なお、本審査日より 1年経過後は、再受審は無効となるので、留意することc

※ 本審査会は、審査運営関係者および受審者のみとし、見学者は一切お断 りします。

受審者は、受付時間に来場 し、審査が終了し合格発表後、会場か ら退出 して ください。

※ 本審査会では、入場時体温測定を実施 し37.5度以上ある方は受審できません。

受審者は、必ずマスクを着用 して ください。

受審者は、入場時「確認票」を提出 して ください。


